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許認可等の統一的把握の結果について 

 

 

１ 調査の概要 

 
許認可等の統一的把握は、「昭和 61 年度に講ずべき措置を中心とする行政改革の実施

方針について」（昭和 60 年 12 月 28 日閣議決定）に基づき、総務省において各府省の協

力を得て実施している。今回の調査（平成 19 年３月 31 日現在で把握）は、中央省庁等

再編後に行われる４回目の把握であり、前回の調査（平成 17 年３月 31 日現在で把握）

の後の２年間の許認可等の増減を調査している。 

本調査においては、「国民（個人及び法人）の申請、出願等に基づき、行政庁が行う処

分及びこれに類似するもので、法律、政令、省令及び告示において、許可、認可、免許、

承認、検査、登録、届出、報告等の用語を使用しているもの」を把握対象としている。 

なお、この統一的把握においては、平成 19 年３月 31 日時点で既に公布されているが

未施行の法令に基づく許認可等も含んでいる。 

 

 

２ 許認可等の総数及び内訳 

 
平成19年３月31日現在で把握した国の許認可等の総数は、12,786件である。平成17年

４月１日から19年３月31日までの２年間における許認可等の増減は、増加数1,465件、減

少数1,055件であり、前回調査（平成17年３月31日現在）における総数12,376件に比べ、

今回調査の総数は410件の増加となっている。 

これを、前回調査における総数が前々回調査（平成15年３月31日現在）における総数

（11,007件）に比べ1,369件の増加となっていることと比較すると、前回調査における総

数は前々回調査に比べ約12％増となっているのに対し、今回調査における総数は前回調

査に比べ約３％増にとどまっている。 

 

（単位：件、％） 

把握時点 件数 
減少数 

（減少率） 

増加数 

（増加率） 

増△減 

（増減率） 

平成 19 年３月 31 日現在 

（今回） 
12,786 △1,055 

（8.5) 

1,465 

(11.8) 

410 

(3.3) 
平成 17 年３月 31 日現在 

（前回） 
12,376 

△661 

（6.0） 

2,030 

（18.4） 

1,369 

（12.4） 
平成 15 年３月 31 日現在 

（前々回） 
11,007 
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（１）府省別の許認可等件数 

府省別の許認可等件数は、国土交通省（2,485 件）、経済産業省（2,069 件）、厚生労

働省（1,936 件）、金融庁（1,782 件）、農林水産省（1,379 件）等となっている（詳細

は資料１参照）。 

 

（２）用語の分類別にみた許認可等の内訳 

  規制の手段としての許認可等を、用語に着眼し、権利を制限し、又は義務を賦課す

る程度に応じ分類すると、おおむね次のとおりとなる。 

 

Ａグループ： 

（強い規制） 

 一般的な禁止を特定の場合に解除する行為、特定の権利等を設定する行為

等（例：許可、認可、免許、指定等） 

Ｂグループ： 

（中間の規制） 

 特定の事実や行為が、あらかじめ定められた基準等を満たしているか否か

審査・判定し、これを公に証明する行為等（例：認定、検査、登録等） 

Ｃグループ： 

（弱い規制） 

 一定の事実を行政庁に知らせるもので、行政庁は原則として記載事項を確

認し、受理するにとどまるもの（例：届出、提出、報告等） 

 

  許認可等件数を用語の分類別にみると、次のとおりである。Ｃグループ（弱い規制：

届出、提出、報告等）が全体の約５割（49.1％）を占め、 も多くなっている（詳細

は資料２参照）。 

 

許認可等の用語分類別件数 

（単位：件、％） 

把握時点 
Ａグループ 

許可、認可、指定等

Ｂグループ 

認定、検査、登録等 

Ｃグループ 

届出、提出、報告等 
その他 計 

平成 19 年３月 31 日 

現在（今回） 

4,286 

（33.5） 

1,629 

（12.7） 

6,280 

（49.1） 

591 

（4.6） 

12,786 

（100）

【参考】      

平成 17 年３月 31 日 

現在（前回） 

4,384 

（35.4） 

1,602 

（12.9） 

5,852 

（47.3） 

538 

（4.3） 

12,376 

（100）

（注）１ 「その他」は、書換、更新、講習等である。 

２ （ ）内は、構成比である。 
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Aグループ

－強い規制－

4,286件
(33.5%)

Bグループ

－中間の規制－

1,629件
(12.7%)

Cグループ

－弱い規制－

6,280件
(49.1%)

その他

591件
(4.6%)

許認可等の用語分類別件数

 

12,786 件 
（平成 19 年３月 31 日現在）

 

  また、許認可等総数に占める用語分類別の割合をみると、前回の調査結果に対し、

Ａグループ（強い規制：許可、認可等）が 35.4％から 33.5％と 1.9 ポイントの低下（件

数は 98 件減少）、Ｃグループ（弱い規制：届出、報告等）が 47.3％から 49.1％と 1.8

ポイントの上昇（件数は 428 件増加）となり、後述３（２）のとおり、許認可等全体

で強い規制から弱い規制への移行がみられる。 

 

33.5%

35.4%

12.7%

12.9%

49.1%

47.3%

4.6%

4.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成19年3月31日

現在（今回）

12,786件

平成17年3月31日

現在（前回）

12,376件

用語分類別の割合

 

強い規制 
（許可、認可、指定等） 

弱い規制 
（届出、提出、報告等） その他 

中間の規制 
（認定、検査、登録等）

 

（３）根拠法令別にみた許認可等の内訳 

許認可等が規定されている根拠法令（告示を含む。以下同じ。）についてみると、法

律に規定されているものの全体に占める割合が 72.7％、政令に規定されているものの

割合が 3.7％、省令に規定されているものの割合が 21.6％となっている（詳細は資料
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１参照）。 

 

許認可等の根拠法令別件数 

 （単位：件、％） 

把握時点 法律 政令 省令 告示 計 

平成 19 年３月 31 日

現在（今回） 

9,299 

（72.7） 

470 

（3.7） 

2,765 

（21.6） 

252 

（2.0） 

12,786 

（100） 

【参考】      

平成 17 年３月 31 日

現在（前回） 

8,958 

（72.4） 

462 

（3.7） 

2,690 

（21.7） 

266 

（2.1） 

12,376 

（100） 

（注）１ 勅令は政令に整理し、規則は省令に整理している。 

２ （ ）内は、構成比である。 

法律

9,299件
(72.7%)

政令

470件
(3.7%)

省令

2,765件
(21.6%)

告示

252件
(2.0%)

許認可等の根拠法令別件数

 

12,786 件 
（平成19年 3月 31日現在）

 

  また、許認可等が規定されている法律数は、４８２法律となっている。 

 

許認可等規定法令数 

区分 法律 政令 省令 告示 

法令数 ４８２ １１４ ５１５ ６１ 
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３ 許認可等件数の変動の背景 

 
許認可等件数が増加した主な理由は、国民の安全・安心の確保等に関連し、社会経済

情勢の変化に応じた新たな行政ニーズへの対応に伴う法律の制定・改正による増加や、

規制緩和等の改革の進展に伴う増加である。 

 

（１）新たな行政ニーズへの対応に伴う増加の例 

 

○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法

律（平成 18 年法律第 106 号）関係（新設 18 件：厚生労働省） 

近の海外における感染症の発生の状況、保健医療を取り巻く環境の変化等を踏

まえ、生物テロによる感染症の発生及びまん延を防止する対策を含め、総合的な感

染症予防対策を推進するため、病原体等の所持等を規制する制度を創設し、「一種病

原体等の譲渡し及び譲受けの承認」、「二種病原体等の所持の許可」、「三種病原体等

の所持の届出」等 18 件を新設 

 

○ 運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律

第 19 号）関係（新設 28 件：国土交通省） 

近の運輸分野における事故等の発生状況にかんがみ、運輸の安全性の向上を図

るため、運輸事業者に対する安全管理規程の作成及び届出並びに安全統括管理者又

は運転管理者の選任及び届出を義務付け、鉄道事業法、軌道法、道路運送法、貨物

自動車運送事業法及び航空法において、「安全管理規程の届出」、「安全管理規程の変

更の届出」、「安全統括管理者又は運転管理者の選任又は解任の届出」等 27 件を新設 

航空法においては、上記に加え、航空機の正常な運航に安全上の支障を及ぼす事

態が発生したときの報告を義務付け、「安全上の支障を及ぼす事態の報告」を新設 

 

○ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律（平

成 17 年法律第 44 号）関係（新設 107 件、廃止 29 件：文部科学省、経済産業省、国

土交通省） 

原子力安全規制の充実を図るため、①国際的なテロ脅威の高まり等を踏まえた核

物質防護規定の遵守状況に関する国の検査制度等の導入、②原子炉等で用いられた

コンクリート等のうち放射能濃度の十分低いものにつき通常の廃棄物等と同等の扱

いを認める制度の導入、③原子炉等を廃止する場合の安全規制の見直し等所要の措

置を講じ、「製錬事業者の核物質防護規定の遵守状況の検査」、「放射能濃度の確認」、

「原子炉設置者の廃止措置計画の認可」、「原子炉設置者の廃止措置確認」等 107 件

を新設 
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○ 建築士法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 114 号）関係（新設 23 件、

廃止１件：国土交通省） 

建築物の安全性の確保を図るため、一定の規模の建築物の構造設計一級建築士又

は設備設計一級建築士による構造関係規定又は設備関係規定への適合性の確認制度

の創設、及び建築士事務所に属する建築士等に対する講習の受講の義務付けに伴い、

「構造設計一級建築士証の交付」、「設備設計一級建築士証の交付」、「構造・設備設

計一級建築士講習を行う機関の登録」、「建築士定期講習を行う機関の登録」等 23 件

を新設 

 

○ 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成 17 年法律第 51 号）の制定

関係（新設 45 件：経済産業省、国土交通省、環境省） 

特殊自動車の使用による大気の汚染の防止を図り、国民の健康を保護するととも

に生活環境を保全するため、これまで未規制であった公道を走行しないオフロード

特殊自動車に対する排出ガス規制を新たに行うこととし、エンジンの型式指定制度、

車体の型式届出制度が創設され、「特定原動機の型式指定」、「特定特殊自動車の型式

届出」、「特定特殊自動車の技術基準適合の確認」等 45 件を新設（省令によるものを

含む。） 

 

○ 保険業法等の一部を改正する法律（平成 17 年法律第 38 号）関係（新設 40 件：金

融庁） 

    経済社会情勢の変化を踏まえ、金融資本市場の構造改革を促進し、保険契約者等

の保護の一層の充実を図るため、一定の事業規模の範囲内で少額短期の保険のみの

引受けを行う事業者について、登録制度の新たな規制の枠組み（少額短期保険業制

度）を創設し、「少額短期保険業者の登録」、「少額短期保険業の開始等の届出」等

39 件を新設 

    また、上記のほか、船主相互保険組合法関係で１件を新設 

 

① 証券取引法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 65 号）関係（新設 79 件、

廃止 55 件：金融庁） 

② 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

（平成 18 年法律第 66 号）関係（廃止 153 件：金融庁、農林水産省、経済産業省）

① 金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、その構造改革を促進する必要

性にかんがみ、幅広い金融商品についての包括的・横断的な制度の整備を図ると

ともに、公開買付制度及び大量保有報告制度その他の開示書類に関する制度を整

備し、証券取引法（法律名を「証券取引法」から「金融商品取引法」に変更）に

ついて、「対質問回答報告書の提出」、「四半期報告書の提出」、「適格機関投資家特

例業務を行う場合の届出」等 78 件を新設、「金融機関の有価証券の元引受業務及

び有価証券店頭デリバティブ業務の認可」等 21 件を廃止 

また、投資信託及び投資法人に関する法律について、「投資信託委託業又は投資

法人資産運用業の認可」等 25 件を廃止、信託業法について、「信託受益権販売業
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の登録」等９件を廃止 

② ①の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴い、外国証券業者に関する

法律（廃止35件）、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律（廃止25件）、

抵当証券業の規制等に関する法律（廃止 14 件）、金融先物取引法（廃止 64 件）を

廃止し、商品投資に係る事業の規制に関する法律の規定を整備（廃止 15 件） 

 

（２）規制緩和等の改革の進展に伴う許認可等の変動等 

   規制緩和等の改革により、参入規制の緩和、強い規制から弱い規制への緩和が行わ

れ、認可制であった規制の一部が届出制に緩和されたことに伴い、新たに届出等の根

拠条項が設けられたなど、許認可等件数は単純に減少とならずに増加する場合がある

（後述「ウ 規制緩和等の改革と許認可等の件数との関係」参照）。 

また、そのほかにも、許可、認可等の強い規制から、届出、報告等の弱い規制へ移

行する例などがみられる。 

 

  ア 規制緩和等の改革の進展による新設・廃止の例 

 

○ 銀行法等の一部を改正する法律（平成 17 年法律第 106 号）関係（新設 188 件、廃

止 110 件：金融庁、厚生労働省、農林水産省） 

内外の金融情勢の変化に対応し、金融資本市場の構造改革を促進する必要性にか

んがみ、預金者等の利便性の向上に資するため、銀行代理店制度について見直しを

行い、出資規制（100％子会社等に限定）や専業義務を撤廃し、預金の受入れ、資金

の貸付け、為替取引等を内容とする契約の締結の代理又は媒介を営業として行う銀

行等の代理業制度を創設し、「銀行代理業の許可」、「銀行代理業者の業務の範囲の承

認」等 188 件を新設 

一方、信用金庫等の証券業務等の認可制を廃止し、「国債等の募集の取扱業務に係

る認可」、「信託業務の種類及び方法の認可」等 110 件を廃止（銀行法、長期信用銀

行法、信用金庫法、労働金庫法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同

組合法、水産業協同組合法及び農林中央金庫法について所要の措置（関係省令によ

るものを含む。）） 

 

○ 道路運送法等の一部を改正する法律（平成 18 年法律第 40 号）関係（新設 14 件、

廃止４件：国土交通省） 

【道路運送法関係】 

① 地域のニーズに応じた旅客輸送の確保等を図るため、コミュニティバス、乗合

タクシー等の導入に当たり、地域の関係者の合意がある場合、柔軟な運賃設定が

可能となるよう、運賃・料金の上限については、これまで認可としていたものを

事前の届出で足りることとし、「地域の関係者が合意している場合の一般乗合旅

客自動車運送事業者の運賃及び料金の設定の届出」等２件を新設 

② 市町村やＮＰＯ等の自家用自動車による有償旅客運送を可能とする制度を創

設し、「自家用車有償旅客運送の登録」等８件を新設（関係省令によるものを含
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む。） 

③ 自家用貨物自動車の使用等の届出制度、自家用自動車の共同使用の許可制度及

び自家用自動車の有償貸渡し（借受人が当該自家用自動車の使用者である場合）

の許可制度の４件を廃止 

【道路運送車両法関係】 

国の保有する自動車登録情報のパソコン等による簡便な確認・利用を可能とする

自動車登録情報の電子的提供制度を創設し、国土交通大臣の登録を受けた登録情報

提供機関は、登録情報の電気通信回線による提供を受けようとする者の委託を受け

て、国土交通大臣から提供を受けた登録情報を電気通信回線を使用して送信する業

務を行うことができることとし、「登録情報提供機関の登録」等４件を新設 

 

○ 公益法人制度改革関係 

① 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18 年法律第 49 号）

の制定関係（新設 10 件：内閣府） 

② 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法

人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 18 年

法律第 50 号）の制定関係（廃止 91 件：内閣府、警察庁、総務省、法務省、外務

省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、

環境省、防衛省） 

【公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律関係】 

民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業の実施を促進して、活力ある社

会を実現するため、社団法人及び財団法人の設立の許可並びにこれらに対する監督

を主務官庁の裁量により行うこととしていた公益法人に関する制度を改め、公益社

団法人及び公益財団法人としての認定並びにこれらに対する監督を独立した委員会

等の関与の下で内閣総理大臣又は都道府県知事が行う制度を創設し、「一般社団法人

又は一般財団法人の公益認定」等 10 件を新設 

  【民法関係】 

従来、民法に規定されていた公益法人に関する「公益法人の設立の許可」、「公益

法人の定款変更の認可」等 91 件を廃止 

 

○ 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律（平成 17 年法律第 45 号）

関係（廃止 13 件：国土交通省） 

港湾の運営の効率化による国際競争力の強化及び規制の見直しによる利便性の向

上を通じて港湾の活性化を促進するため、港湾運送事業の規制緩和、夜間入港規制

の廃止等の措置が講じられた。 

【港湾運送事業法関係】 

特定港湾に限って先行実施された規制緩和を全国の港湾に拡大するため、特定港

湾以外の港湾における一般港湾運送事業等及び検数事業等について、次の措置が講

じられた。 

① 特定港湾（主要９港）に係る特定港湾制度を廃止し、「特定港湾における一般港
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湾運送事業等の許可」等９件を廃止 

② 特定港湾以外の港湾における港湾運送事業を運営する法人の解散の決議等の認

可を廃止（１件廃止） 

③ 検数人等の登録制度を廃止（２件廃止） 

【港則法関係】 

入出港に係る規制を必要 小限とし、かつ、国際的整合性を確保する観点から、

夜間入港規制を廃止し、「夜間入港の許可」を廃止 

 

イ 届出等の弱い規制への移行等 

 

    用語の分類別では、届出、報告等の弱い規制の許認可等件数の割合が増加してお

り、個々の許認可等についてみると、強い規制からより弱い規制へ移行した例が、

次のとおりみられる。 

【港湾運送事業に係る参入規制、運賃・料金規制等の見直し（港湾運送事業法）】 

① 特定港湾（特定港湾制度は廃止）以外の港湾における港湾運送事業の参入規

制について、需給調整規制を廃止し免許制から許可制に緩和：「免許」⇒「許

可」（１件） 

② 特定港湾以外の港湾における港湾運送事業の運賃及び料金の設定又は変更を

認可制から事前届出制に緩和：「認可」⇒「事前届出」（２件） 

③ 特定港湾以外の港湾における港湾運送事業の休止又は廃止を許可制から事前

届出制に緩和：「許可」⇒「事前届出」（１件） 

 

    また、そのほかの規制緩和等の改革の例として、道路運送車両法における二輪の

小型自動車について、初回の自動車検査証の有効期間を２年から３年とし許認可等

の有効期間を延長したものなどがみられる。 

 

ウ 規制緩和等の改革と許認可等の件数との関係 

 

許認可等の件数は、①許認可等の根拠法令の項（項に細分されていない場合は条）

ごとに１事項として数える、②同一の項のうちに用語の異なる数個の許認可等の根

拠が規定されている場合は、用語の異なるごとにそれぞれ１事項として数える等の

「許認可等の実態の統一的把握基準」（参考１参照）に基づいて把握している。一方、

規制緩和等の改革の態様は、①規制の廃止、②規制対象範囲の縮小、③規制基準の

緩和、④強い規制から弱い規制への緩和など、様々なケースがある。このため、法

律の廃止等規制自体が廃止される場合は、その根拠条項も廃止されるため、当然、

許認可等の件数は減少するが、規制対象範囲の縮小、規制基準の緩和、強い規制か

ら弱い規制への緩和等の場合は、許認可等の根拠条項が残るため、許認可等の件数

の減少には結び付かない場合、あるいは、逆に、許可であったものの一部について

届出で足りることとした場合に、届出の根拠条項が新たに設けられるなど、件数が

増加する場合もある。 
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（資料１） 

府省別・根拠法令別許認可等件数 

（単位：件、％） 

府 省 名 

前  回 

平成 17 年

３月 31 日

現在（ａ） 

（参 考）

平成 18 年

３月 31 日

現在 

今  回

平成 19 年

３月 31 日

現在（ｂ）

    

ｂ－ａ

法律 政令 省令 告示 

内 閣 府 ８１ ８０ ９５ ５４ ８ ２７ ６ １４

公正取引委員会 ２３ ２３ ２３ ２１ ０ ２ ０ ０

国家公安委員会 １２６ １２５ １２５ ５３ ３ ５９ １０ －１

金 融 庁 １，７３６ １，８４５ １，７８２ １，４１９ ５７ ３０１ ５ ４６

総 務 省 ６６３ ６６９ ６７３ ４５８ ６ １８１ ２８ １０

法 務 省 ２９７ ２９９ ２９４ ２０３ ７ ７３ １１ －３

外 務 省 ５１ ５０ ４３ １５ １ ２１ ６ －８

財 務 省 ７７２ ８０９ ８３１ ６１６ ７１ １３４ １０ ５９

文 部 科 学 省 ６２２ ６３６ ６３６ ３９７ ５９ １４８ ３２ １４

厚 生 労 働 省 １，９１０ １，８９４ １，９３６ １，１８６ １４１ ５５８ ５１ ２６

農 林 水 産 省 １，３２３ １，３８３ １，３７９ １，１３２ ２９ ２０９ ９ ５６

経 済 産 業 省 ２，０３８ ２，０５８ ２，０６９ １，６５７ ２７ ３７０ １５ ３１

国 土 交 通 省 ２，３４３ ２，４３７ ２，４８５ １，８１８ ３７ ５７７ ５３ １４２

環 境 省 ３５３ ３７９ ３８４ ２６４ ２３ ８７ １０ ３１

防 衛 省 ３８ ３８ ３１ ６ １ １８ ６ －７

計 １２，３７６ １２，７２５ １２，７８６ ９，２９９ ４７０ ２，７６５ ２５２ ４１０

（構成比）  （１００．０） （７２．７) （３．７） （２１．６） （２．０） 

（注）勅令は政令に整理し、規則は省令に整理している。 
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（資料２） 

用語別許認可等件数 
（単位：件、％） 

用語別 

前  回 
平成 17 年３月 31 日現在

（参 考） 
平成 18 年３月 31 日現在

今  回 
平成 19 年３月 31 日現在

件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 

Ａ
グ
ル
ー
プ
（
強
い
規
制
）

許 可 ８３６ 6.8 ８２３ 6.5 ８０２ 6.3

認 可 １，９１５ 15.5 １，７９８ 14.1 １，７７５ 13.9

免 許 ７９ 0.6 ７７ 0.6 ７７ 0.6

承 認 １，２０５ 9.7 １，２６９ 10.0 １，２９５ 10.1

指 定 ３００ 2.4 ２９０ 2.3 ２８８ 2.3

承諾等 ４９ 0.4 ４８ 0.4 ４９ 0.4

小 計 ４，３８４ 35.4 ４，３０５ 33.8 ４，２８６ 33.5

Ｂ
グ
ル
ー
プ
（
中
間
の
規
制
） 

認 定 ６４９ 5.2 ６５５ 5.1 ６４２ 5.0

確 認 １４８ 1.2 １５１ 1.2 １５２ 1.2

証 明 ７８ 0.6 ７８ 0.6 ８０ 0.6

認 証 ２１ 0.2 ２１ 0.2 ２１ 0.2

試 験 １０９ 0.9 １１０ 0.9 １１１ 0.9

検 査 ２０５ 1.7 ２１３ 1.7 ２１３ 1.7

検 定 ２０ 0.2 １９ 0.1 １９ 0.1

登 録 ３４６ 2.8 ３５９ 2.8 ３６７ 2.9

審査等 ２６ 0.2 ２４ 0.2 ２４ 0.2

小 計 １，６０２ 12.9 １，６３０ 12.8 １，６２９ 12.7

Ｃ
グ
ル
ー
プ
（
弱
い
規
制
）

届 出 ４，１０５ 33.2 ４，３７０ 34.4 ４，３７６ 34.2

提 出 ７７８ 6.3 ８４２ 6.6 ８７０ 6.8

報 告 ７５９ 6.1 ７８４ 6.2 ７９７ 6.2

交 付 １００ 0.8 １００ 0.8 １０３ 0.8

申告等 １１０ 0.9 １１９ 0.9 １３４ 1.0

小 計 ５，８５２ 47.3 ６，２１５ 48.8 ６，２８０ 49.1

その他 ５３８ 4.3 ５７５ 4.5 ５９１ 4.6

合 計 １２，３７６ 100.0 １２，７２５ 100.0 １２，７８６ 100.0
 

Ａグループ（強い規制） ： 一般的な禁止を特定の場合に解除する行為、特定の権利等を設定する行為等 

Ｂグループ（中間の規制）： 特定の事実や行為が、あらかじめ定められた基準等を満たしているか否か審査・判定し、

これを公に証明する行為等 

Ｃグループ（弱い規制） ： 一定の事実を行政庁に知らせるもので、行政庁は原則として記載事項を確認し、受理する

にとどまるもの 
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中央省庁等再編後の府省別許認可等件数の推移 

（単位：件） 

府 省 名 

再編後 

第１回調査
第２回 第３回 第４回 

ｂ－ａ
平成 14 年３月

31 日現在(a)

平成 15 年３月

31 日現在 

平成 16 年３

月 31 日現在

平成 17 年３

月 31 日現在

平成 18 年３

月 31 日現在 

平成19年３月

31 日現在(b) 

内 閣 府 ７７ ７７ ８１ ８１ ８０ ９５ １８

公正取引委員会 ２５ ２３ ２３ ２３ ２３ ２３ －２

国家公安委員会 １１７ １１７ １２０ １２６ １２５ １２５ ８

金 融 庁 １，４２１ １，５０１ １，６３４ １，７３６ １，８４５ 1,７８２ ３６１

総 務 省 ５７５ ６０４ ６５０ ６６３ ６６９ ６７３ ９８

法 務 省 ２３７ ２７８ ２８５ ２９７ ２９９ ２９４ ５７

外 務 省 ４７ ４７ ５１ ５１ ５０ ４３ －４

財 務 省 ７２７ ７３４ ７７１ ７７２ ８０９ ８３１ １０４

文部科学省 ５６６ ５７３ ５８６ ６２２ ６３６ ６３６ ７０

厚生労働省 １，５４３ １，６０２ １，８６２ １，９１０ １，８９４ １，９３６ ３９３

農林水産省 １，１１４ １，１３２ １，２１９ １，３２３ １，３８３ １，３７９ ２６５

経済産業省 １，８６６ １，９３５ １，９９７ ２，０３８ ２，０５８ ２，０６９ ２０３

国土交通省 ２，０４２ ２，０５８ ２，１６１ ２，３４３ ２，４３７ ２，４８５ ４４３

環 境 省 ２２９ ２９１ ３２５ ３５３ ３７９ ３８４ １５５

防 衛 省 ３５ ３５ ３８ ３８ ３８ ３１ －４

計 １０，６２１ １１，００７ １１，８０３ １２，３７６ １２，７２５ １２，７８６ ２，１６５

（資料３） 
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（参考１） 

許認可等の実態の統一的把握基準 

 

１ 許認可等の範囲 

 

  把握の対象とする許認可等は、国民（個人及び法人）の申請、出願等に基づき、行政

庁が行う処分及びこれに類似するもので、法律、政令、省令及び告示において、次のよ

うな用語を使用しているものとする。 

 

  許可、認可、免許、特許、承認、認定、確認、免除、決定、証明、認証、解除、公認、

検認、試験、検査、検定、指定、登録、届出、申告、提出、報告、交付、等 

 

  なお、上記の許認可等には特殊法人等が行っているものを含む。 

 

 

２ 許認可等の数え方の基準 

 

（１）許認可等の根拠法令の項（項に細分されていない場合は条。以下同じ。）ごとに１事

項として数える。 

 

（２）同一の項のうちに用語の異なる数個の許認可等の根拠が規定されている場合は、用

語の異なるごとにそれぞれ１事項として数える。 

 

（３）同一の項のうちに本文、ただし書、あるいは前段、後段等の区分があり、それぞれ

に許認可等の根拠が規定されている場合には、別個の事項として数える。 

 

（４）準用規定により設定された許認可等については、準用の対象となる規定により設定

された許認可等とは別個に数える。 

 

（５）複数の府省が所管している許認可等については、それぞれ所管する府省ごとに別個

の許認可等と数える。 

 

（注）一の許認可等について当該許認可等を要する行為又は対象（業種、物資の種類等）

が同一の項等において列挙されている場合は、その行為等を別途許認可等事項の細

目として記載する。 
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（参考２） 

許認可等の実態把握に係る閣議決定等 
 

 

○ 行政改革の推進方策に関する答申（抄） 

（昭和 60 年７月 22 日臨時行政改革推進審議会答申）

（２）今後における規制緩和の推進方策 

公的規制は極めて多岐にわたり、限られた期間ではすべての分野について、詳しく

検討することは不可能であり、当審議会としては、金融、運輸、石油等エネルギー、

都市整備の分野を中心に、10 分野の規制緩和を検討した。 

政府においては、今回当審議会が提言した事項にとどまらず、この提言の趣旨に沿

って、公的規制全般にわたる徹底した見直しを行うことが必要である。 

なお、許認可等の定期的見直し及び新設の抑制については、臨時行政調査会答申の

趣旨に沿って推進を図ることが重要であり、各省庁において、自主的な審査、見直し

を強化するとともに、総務庁においては、各省庁の協力を得て、速やかに次の措置を

とる必要がある。 

① 許認可等の総数などの実態を統一的に把握すること。 

② 許認可等を定期的に見直す仕組みを確立すること。 

③ 国民の負担軽減、行政事務の簡素・合理化及び民間活力の助長の観点に立ち、統

一的基準を作成するなど、許認可等の新設について審査する仕組みを確立すること。 

 

○ 当面の行政改革の具体化方策について（抄） 

（昭和 60 年９月 24 日閣議決定）

 ５ 規制行政 

（１）規制緩和の推進方策 

     ア 許認可等の実態把握については、総務庁において、その具体的手法について所

要の見直しを行い、引き続き各省庁の協力を得て、速やかに総数等の統一的把握

を行う。 

     イ 許認可等の定期的見直しについては、既定の方針を踏まえ、許認可等の見直し

を引き続き推進するとともに、その具体的方策について所要の調整、立案を進め

る。 

ウ 許認可等の新設の審査については、既定の方針を踏まえ、その具体的方策につ

いて所要の調整、立案を進める。 

 

○ 昭和６１年度に講ずべき措置を中心とする行政改革の実施方針について（抄） 

 （昭和 60 年 12 月 28 日閣議決定）

４ 行政事務 

（１）許認可等 

   ア 許認可等の実態の統一的把握については、総務庁において、統一的基準の下に、

各省庁の協力を得て、昭和 60 年度末を目途にその作業を終了することとし、以降、

毎年１回、必要な補正を行うこととする。 

   

   イ 許認可等の定期的見直し及び新設の審査については、既定の方針を踏まえ、そ

の具体的方策について所要の調整、立案を進めるため、各省庁による検討会議を

開催する。 
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